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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 360,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数　100株

 

(注) １　平成26年11月17日(月)開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成26年11月17日(月)開催の取締役会において、当社普通株式800,000株の新株式発行に

係る一般募集及び当社普通株式1,600,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下併せて「一般募集」と

いう。）を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募

集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から360,000株を上限として借入れる当社普通株式の売

出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件募集売出し」と

いう。）を行う場合があります。

３　本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者

割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 360,000株 229,770,000 114,885,000

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 360,000株 229,770,000 114,885,000
 

(注) １　本募集は、前記「１　新規発行株式」(注)３に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連

して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関

係等は以下のとおりであります。
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割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社

割当株数 360,000株

払込金額 229,770,000円

割当予定先の内容

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名 代表執行役社長　　永井　浩二

資本金の額 10,000百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主 野村ホールディングス株式会社　100％

当社との関係

出資
関係

当社が保有している割当予定
先の株式の数

―

割当予定先が保有している当
社の株式の数
（平成26年９月30日現在）

12,544株

取引関係 一般募集の主幹事会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―
 

２　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額とします。

３　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成26年11月７日(金)現在の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

(2) 【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間 申込証拠金（円） 払込期日

未定
(注)１

未定
(注)１

100株 平成26年12月25日(木)
該当事項はあり
ません。

平成26年12月26日(金)
 

(注) １　発行価格については、平成26年11月25日(火)から平成26年11月28日(金)までの間のいずれかの日に一般募集

において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規発行

株式の発行数で除した金額とします。

２　本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　オーバーアロットメントによる売出し

等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな

ります。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を

払込むものとします。
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(3) 【申込取扱場所】

場所 所在地

ペガサスミシン製造株式会社　本社 大阪市福島区鷺洲五丁目７－２
 

 

(4) 【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　西野田支店 大阪市福島区大開一丁目14番16号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

229,770,000 4,000,000 225,770,000
 

(注) １　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額は、平成26年11月７日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基

準として算出した見込額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限225,770,000円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手

取概算額1,515,800,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,741,570,000円について、平成27年12月までに、当社連

結子会社に対する投融資資金として、800百万円を天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司向けに、165百万円を

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.向けにそれぞれ充当し、残額を借入金返済資金の一部に充当す

る予定であります。

なお、天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司は、当社からの融資資金800百万円の全額を平成28年12月までに設備

投資資金に充当する予定であり、PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.は、当社からの出資金165百

万円のうち70百万円を平成27年12月までに設備投資資金に充当し、残額95百万円を平成27年６月までに原材料購入

等の運転資金に充当する予定であります。

当社グループでは、中国とベトナムの既存生産拠点においてダイカスト生産設備及びダイカスト加工設備の能力

増強投資を計画しておりますが、主として主要顧客である日系自動車部品メーカー各社のダイカスト部品に対する

需要増加に対応するための設備投資であります。

なお、当社グループの設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　２　設備計画の変更」に記載のと

おりであります。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。　
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

　

オーバーアロットメントによる売出し等について

当社は、平成26年11月17日(月)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式800,000株の新

株式発行に係る一般募集及び当社普通株式1,600,000株の自己株式の処分に係る一般募集（一般募集）を行うことを決

議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会

社が当社株主から360,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を

行う場合があります。本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が

上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために行われま

す。

また、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成26年12月18日(木)までの間

（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所にお

いてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカ

バー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当

社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会

社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らな

い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により

取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得

し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式

会社は本第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資

における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な

発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

野村證券株式会社が本第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメン

トによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

　

　

　

EDINET提出書類

ペガサスミシン製造株式会社(E01731)

有価証券届出書（組込方式）

 7/20



第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

　

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

 

１　事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の

提出日以後本有価証券届出書提出日（平成26年11月17日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された

「事業等のリスク」について変更及び追加がありました。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載し

たものであり、変更及び追加箇所については　　　罫で示しております。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「事業等のリ

スク」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日（平成26年11月17日）現在においてもその判断に変更はな

く、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 
［事業等のリスク］

当社企業グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えら

れる主な事項を記載しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び

発生した場合の対応に努める所存であります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、本有価

証券届出書提出日（平成26年11月17日）現在において当社企業グループが判断したものであります。

(1) 工業用ミシン事業について

当社製品は、工業用ミシンの中でも環縫いミシンと呼ばれるミシンに特化した事業割合が大きく、ユーザーで

あるアパレル産業の景況によっては、当社企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

アパレル製品の生産はグローバル化が進んでおり、海外生産品の品質、価格、納期などに変化が見られた場

合、アパレル産業の生産方針が変化し、当社の販売戦略及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

(2) ダイカスト部品事業について

当社は、自動車安全ベルトのリトラクター（巻き取り装置）部品等の製造子会社を嶋本ダイカスト株式会社と

の共同出資により、平成19年１月に中国天津市、平成25年４月にベトナム・ドンナイ省に設立しており、それぞ

れ平成20年１月と平成26年２月より稼動を開始しております。

現時点では、製造した製品の大部分を特定の取引先に販売しているため、取引先の業況や部材の調達方針に変

化が生じた場合は、当社企業グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 海外での事業活動について

現在、当社企業グループは、販売の大半を海外市場に依存しておりますが、工業用ミシンを使用する縫製産業

は、労働集約型産業の典型であることから、賃金水準の低い国、地域がその主要な生産地となっており、各国の

縫製産業に対する政策の違いや物流面の条件などにより、生産拠点が特定の国、地域に集中する傾向も見られま

す。当社企業グループの販売先であるこのような国々の中には政治的、地政学的、経済的に不安定な国もあり、

テロ、戦争、内戦、通貨危機などによっては、販売と債権回収に影響を受ける可能性があります。

さらに、各国の繊維製品の輸出入に関する規制の強化、あるいは急激な規制緩和が実施されることにより、工

業用ミシン市場の需給関係が崩れ、当社企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

また、移転価格税制等をはじめとする規制・税制等の変更のような、予測できない事態の発生により、当社企

業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 生産拠点の集中について

工業用ミシン事業における製造拠点の中国集中によるリスク回避を目的として、ベトナム・ハイズン省に製造

子会社を設立し、平成21年１月より稼動を開始しております。これによりミシン事業の製造拠点は、日本、中

国、ベトナムの３カ国に分散されることになり、製造拠点の集中リスクは緩和されております。ダイカスト部品

事業におきましても、ベトナム・ドンナイ省に製造子会社を設立し、平成26年２月より稼働を開始しておりま

す。
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しかしながら、自動車用部品の製造を含め、依然として中国天津市に主力となる製造拠点が存在しているた

め、中国におけるカントリーリスクをカバーすべく、独立行政法人日本貿易保険の海外投資保険に加入し、投資

額の95％を付保していますが、中国における法的規則や商習慣の違いから予測不可能な事態が生じた場合、当社

企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、地震等の天変地異、電力事情の悪化、その他の予測不可能な事象が発生すれば、同時に工場の操業を一

時的に停止せざるを得ない事態が懸念され、併せて従業員の確保や従業員への教育が十分に行き届かなかった場

合などは、当社企業グループの財政状態及び経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。

(5) 為替の影響等について

当社企業グループの事業には、全世界における製品の販売と中国及びベトナムでの生産が含まれております。

各地域における売上高、費用、資産等の現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため円換算しており、換算

時の為替レートが当社企業グループの連結財務諸表に一定の影響があります。

また、当社は外貨建て取引について、為替変動に対処するため、為替予約、インパクトローン等のリスクヘッ

ジを行っておりますが、円高など為替レートの変動によっては、当社企業グループの連結財務諸表に一定の影響

があります。

(6) 知的財産権について

当社企業グループは、他社製品と差別化できる開発及び製造技術ならびにその知識を蓄積してまいりました

が、当社企業グループ独自の開発及び製造技術ならびにその知識の一部は、特定の国・地域において、法律やそ

の運用が未整備であるため、知的財産権による完全な保護が不可能もしくは限定的にしか保護されておらず、第

三者が当社企業グループの知的財産を使って類似した製品を製造するのを効果的に防止できない可能性がありま

す。当社製品のうち、すでに特許期限が完了した機種についての模倣品に対する対抗手段は、商標権・意匠権に

限られており、第三者が当社製品の模倣品に偽の当社の商標を貼付して販売された場合は、当社の品質イメージ

が損なわれる可能性もあります。

一方、当社では他社の権利を侵害することがないよう、常に注意を払って事業活動を行っておりますが、訴訟

に巻き込まれるリスクを完全に回避することは難しいのが現状であります。このような場合、係争費用や敗訴し

た場合の賠償金等の発生により、当社企業グループの業績展開に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 製品の欠陥について

当社企業グループは、独自の品質管理基準にしたがって各種の製品を製造しております。過去においても製品

の欠陥による重大な事故は発生しておりませんが、すべての製品について欠陥がなく、将来にリコールが発生し

ないという保証はありません。製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担

する賠償額を充分にカバーできるという保証はありません。

さらに、経済合理性のある条件で当社企業グループがこのような保険を契約期間満了後も更新できるとは限り

ません。大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥が生じた場合は、当社企業グループの

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 工業用ミシン製品の構成比の変化による収益力低下について

工業用ミシンはアパレルの生産地域の動向やファッションの動向により、使用されるミシンの種類(本縫いミシ

ン、環縫いミシン)に変化が生じる場合があり、環縫いミシンへの需要に変化を及ぼす場合には、当社企業グルー

プの売上高に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社企業グループが製造している環縫いミシンにも多くの種類があり、製品ごとの単価や収益率が異な

るため、製品の販売構成比が変化した場合にも、当社企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

(9) 競合等の影響について

当社企業グループが製造及び販売する各製品の多くは、同業他社の類似製品と競合状態にあります。また近

年、普及価格帯製品では新興国メーカーの製品が普及しております。将来、これらの製品の品質が向上し、当社

企業グループの製品の優位性が低下すれば価格競争の激化により製品の価格下落が進み、当社企業グループの財

政状態及び経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。

さらに、ダイカスト部品事業におきましては自動車部品業界の価格動向の影響を強く受けるため、特定取引先

への依存度低減や原価低減などに取り組んでおりますが、企業努力を上回る価格抑制圧力を受けた場合は、当社

企業グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(10)金融市場の変動について

当社企業グループ有利子負債を減少させるべく資産の効率化を進めていますが、平成26年９月末で合計約65億

円の短期・長期の有利子負債があります。固定金利調達を行うことにより、金利変動リスクの影響を軽減してい

ますが、市場金利率の上昇は、有利子負債のうち変動金利部分の支払利息を増加させ、当社企業グループの収益

を減少させるリスクがあります。また、当社企業グループの年金資産に関しては、市場性のある証券の公正価値

や金利率等、金融市場における変動が、年金制度の積立不足金額や債務を増加させ、当社企業グループの財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

２　設備計画の変更

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第68期事業年度）の「第一部　企業情報　第３　設備の状

況　３　設備の新設、除却等の計画　(1) 重要な設備の新設」については、本有価証券届出書提出日（平成26年11

月17日）現在（ただし、既支払額については平成26年９月30日現在）、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定額
(注) 資金調達

方法
着手年月

完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

天津ペガサス嶋本
自動車部品有限公司

本社
(中国天津市)

ダイカスト
部品

生産設備 33,669 33,669 自己資金
平成26年
１月

平成26年
３月

(注)２

天津ペガサス嶋本
自動車部品有限公司

本社
(中国天津市)

ダイカスト
部品

土地使用権 76,963 76,963 自己資金
平成26年
３月

平成26年
５月

(注)３

天津ペガサス嶋本
自動車部品有限公司

本社
(中国天津市)

ダイカスト
部品

生産設備 435,260 ―

自己資金、
増資資金及
び自己株式
処分資金

平成26年
12月

平成28年
12月

(注)２

天津ペガサス嶋本
自動車部品有限公司

本社
(中国天津市)

ダイカスト
部品

加工設備 158,725 ―

自己資金、
増資資金及
び自己株式
処分資金

平成26年
12月

平成28年
12月

(注)２

天津ペガサス嶋本
自動車部品有限公司

本社
(中国天津市)

ダイカスト
部品

工場棟 521,500 163,100

自己資金、
増資資金及
び自己株式
処分資金

平成26年
３月

平成26年
12月

(注)４

天津ペガサス嶋本
自動車部品有限公司

本社
(中国天津市)

ダイカスト
部品

工場付帯設備 26,250 ―
増資資金及
び自己株式
処分資金

平成26年
４月

平成26年
12月

(注)４

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO
PARTS(VIETNAM)CO.,LTD.

本社
(ベトナム
ドンナイ省)

ダイカスト
部品

生産設備 70,000 ―
増資資金及
び自己株式
処分資金

平成26年
12月

平成27年
12月

(注)２

 

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　ダイカスト部品生産設備の能力は定量的な数字では表し難いので記載を省略しております。

３　土地使用権の面積は11,000㎡であります。

４　工場棟の延床面積は8,000㎡であります。

 

３　臨時報告書の提出

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第68期事業年度）の提出日以後、本有価証券届出書提出日

（平成26年11月17日）までの間において、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、平成26年６月25日に臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。

その報告内容は下記のとおりであります。

 
(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月24日
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(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３円 総額66,486,297円

ロ 効力発生日

平成26年６月25日

第２号議案 取締役３名選任の件

末永高二、美馬成望及び高孟昊の３氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

定藤繁樹氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

増田和彦氏を補欠監査役に選任するものであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金処分の件

 
165,573

 
372

 
0

(注)１
 

可決
 

(97.91)

第２号議案
取締役３名選任の件

   

(注)２

  

末永高二 164,471 1,474 0 可決 (97.26)

美馬成望 161,218 4,727 0 可決 (95.34)

高孟昊 162,036 3,909 0 可決 (95.82)

第３号議案
監査役１名選任の件

   
(注)２

  

定藤繁樹 162,554 3,391 0 可決 (96.13)

第４号議案
監査役１名選任の件

   
(注)１

  

増田和彦 165,844 101 0 可決 (98.07)
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権数は加算しておりません。
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
(第68期)

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

平成26年６月25日
近畿財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

(第69期第２四半期)
自　平成26年７月１日
至　平成26年９月30日

平成26年11月５日
近畿財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して

提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ

ン)Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 
 

 

平成26年６月19日
 

ペガサスミシン製造株式会社

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　村　　基　　夫　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　岡　　田　　明　　広　　㊞

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるペガサスミシン製造株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ペ

ガサスミシン製造株式会社及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ペガサスミシン製造株式会社

の平成26年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、ペガサスミシン製造株式会社が平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 
 

 

平成26年６月19日
 

ペガサスミシン製造株式会社

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　村　　基　　夫　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　岡　　田　　明　　広　　㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるペガサスミシン製造株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ペガサ

スミシン製造株式会社の平成26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月４日

ペガサスミシン製造株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　村　　基　　夫　　印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　岡　　田　　明　　広　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているペガサスミシン

製造株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年７月１

日から平成26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ペガサスミシン製造株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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